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○議長（吉田敏郎）

　　皆さん、おはようございます。

　　ただ今の出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これより令和３

年開成町議会３月定例会議第３日目の会議を開きます。

午前９時００分　開議

○議長（吉田敏郎）

　　日程第１　議案第１９号　令和３年度開成町一般会計予算から、日程第８　議案

第２６号　令和３年度開成町下水道事業会計予算までを開成町議会会議規則第３６

条の規定に基づき、一括議題とします。

　　これより、令和３年度開成町一般会計予算細部説明を順次担当課長に求めます。

　　細部説明は、着座にて、説明いただいて結構です。

　　財務課長。

○財務課長（小宮好徳）

　　それではよろしくお願いいたします。令和３年度開成町一般会計予算書をまずお

開きいただきたいと思います。３ページになります。

　　議案第１９号　令和３年度開成町一般会計予算。

　　令和３年度開成町の一般会計予算は、次に定めるところによる。

　　歳入歳出予算。第１条第１項、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６２億

３,８７０万円と定める。

　　第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入

歳出予算」による。

　　債務負担行為。第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担するこ

とができる事項、期間及び限度分は、「第２表　債務負担行為」による。

　　地方債。第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により、残すことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、「第３表　地方

債」による。

　　一時借入金。第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入の最高額は５億円と定める。

　　歳出予算の流用。第５条、地方自治法第２２０条第１項ただし書の規定により、

歳出予算の各項の経費の金額を引用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　　令和３年３月４日提出、開成町長、府川裕一。

　　すみません。１ページおめくりいただきたいと思います。４ページになります。

　　第１表　歳入歳出予算。歳入です。１款の町税から５ページの２１款町債まで。

　　続きまして、６ページの歳出に移りまして、１款議会費から、７ページの１３款

予備費まで、歳入歳出共に、総額６２億３，８００万円の予算額となってございま

す。
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　　続きまして、８ページを御覧いただきたいと思います。第２表になります。債務

負担行為です。

　　令和３年度は、４件設定をいたしました。事項、期間、限度額は記載のとおりで

ございますが、４番目の庁用車駐車場用地購入費になります。こちらは庁舎南側の

さがみ信用金庫の跡地の土地を土地開発公社で先行取得し、公社へ支払う債務負担

行為となります。購入目的は、公用車の駐車場とする予定でございます。

　　第３表、地方債です。起債の目的、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業債、限

度額１億２，３００万円。

　　常備消防事業債。限度額８００万円。中学校大規模改修事業債、８，４００万円。

臨時財政対策債４億５，４００万円。合計で６億６，９００万円となってございま

す。

　　起債の方法及び利率、償還の方法については、記載のとおりでございます。

　　続いて、一般会計の予算に関する説明を、順次させていただきたいと思います。

　　予算資料の歳入歳出予算事業別説明書で御説明させていただきたいと思います。

　なお、説明に当たりましては、重点事業、新規事業等を中心に、簡潔に御説明をさ

せていただきたいと思います。

　　それでは、歳入になります。

○税務課長（遠藤直紀）

　　それでは、歳入について、御説明いたします。

　　まず、町税でございます。町税には町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ

税がございますが、令和３年度当初予算額につきましては、新型コロナウイルス感

染症の影響もあり、大幅な減収が見込まれます。町税全体では、３億５２８万９，０

００円減の２６億９，８８７万６，０００円で、令和２年度当初予算額との比較で

は、１０．２％の減となる見込みでございます。

　　それでは、税目ごとに説明させていただきます。まず、町民税でございます。説

明書は１ページから２ページになります。こちらは、個人、法人共に新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けて、大幅な減収を見込んでおります。個人町民税につき

ましては、個人所得の減を見込み、３，６８５万１，０００円源の１０億６，１１４

万４，０００円を見込んでございます。

　　続きまして、法人町民税でございます。当町の場合、大手企業１社の影響が大き

くなってございます。この大手企業分を含め、企業収益の減を見込み、２億２，８６

４万円減の７，６２３万円を見込んでございます。

　　続きまして、固定資産税になります。説明書は３ページから４ページになります。

固定資産税につきましては、令和３年度が評価替えの基準年度となります。土地簿

については、みなみ地区等に新築家屋が増加したことによる住宅用地軽減や、新型

コロナウイルス関連措置として、負担調整措置等により税額が増加する土地を前年

度の税額に据え置くこと等により、減収となります。

　　家屋群につきましても、評価替えに伴う既存家屋の減価により減収となり、総じ
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て、前年度比４，４１１万６，０００円減の１４億６７７万９，０００円を見込ん

でございます。

　　続きまして、軽自動車税でございます。説明書は、４ページから６ページになりま

す。環境性能割については、前年の取得実績等を踏まえ、前年度比２０万７，０００

円増の２３３万８，０００円を見込んでございます。

　　種別割については、現在の課税予定台数を見込み、前年度比８１万１，０００円

増の３，９２８万５，０００円を見込んでおります。

　　続きまして、町たばこ税でございます。説明書は６ページになります。近年の状

況として、健康志向の高まり、喫煙場所の制限などが影響して、たばこの売り明け

本数は減少傾向でございますが、令和３年１０月からたばこ税率が引き上げられる

ことから、前年度比で３３０万円増の１億１，３１０万円を見込んでございます。

　　なお、町税の令和３年度当初予算額につきましては、説明書の４２ページ、４３ペ

ージに税区分ごとに前年度比も併せて一覧にしてございますので、御参考に願いま

す。

○財務課長（小宮好徳）

　　続きまして、８ページを御覧いただきたいと思います。８ページの地方特例交付

金でございます。２つ目の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付

金でございます。こちらは新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付

金で１，０００万円を見込んでございます。こちらは新規の交付金として創設され

てございます。新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境によりま

す中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減による

減収額については、全額国費で補填されるものでございます。

　　続きまして、地方交付税になります。２段目の普通交付税でございます。３億１，

６００万円でございます。前年度比１億６００万円の増加でございます。町税の大

幅減収に伴う、基準財政収入額の減、及び社会保障関係経費の増に伴いまして、基

準財政需要額の増によりまして、財源不足が生じることから、交付税の増額を見込

んでございます。

○総務課長（中戸川進二）

　　続きまして、ページ大分飛びますが、１２ページをお願いいたします。

　　上から６行目でございます。１７款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金、１節

一般寄附金、ふるさと応援寄附金でございます。生まれ育ったふるさとなどに寄附

をできる、ふるさと応援寄附金は、前年度同額の２億５，０００万円を見込んでご

ざいます。コロナ禍の状況を見ながら、交流人口を増やしていく工夫をしていきた

いと考えています。

○議長（吉田敏郎）

　　ちょっとすみません。よろしいですか。議員の皆さん、説明、ゆっくりやってい

ると思いますけれども、どうでしょう。追いついていけます。大丈夫ですか。見る

ところは、オーケーですか。
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　　前田さん、どうぞ。

○１１番（前田せつよ）

　　本書のページ数を使うときと、それから、タブレット内にある説明資料のページ

数、もしくはそれを用いてお話しされるときのすみ分けを一言いただけると、本書

でお話しされているのか、説明書のほうでお話しされているのか。その辺よろしく。

○議長（吉田敏郎）

　　今のところ、説明資料のページ数を明示していると思いますので、そこ表示して

くれれば、分かると思います。よろしいですか。失礼しました。では、お願いしま

す。

○産業振興課長（熊澤勝己）

　　続きまして、繰入金になります。一番下の森林環境譲与税基金繰入金です。開成

南小学校区に作る、木造の学童保育施設の建設のために、基金を繰り入れるもので

す。

○街づくり推進課長（高橋清一）

　　続いて説明書１３ページに移ります。一番上です。目、節、細節共に、みなみ地

区植栽維持管理事業基金繰入金です。こちらはみなみ地区内の道路や公園における

緑地の維持管理費用に充当するため、みなみ地区植栽維持管理事業基金を取り崩す

ものでございます。取り崩し後の基金の残高は３９０万円です。

○財務課長（小宮好徳）

　　続きまして、諸収入は省略させていただきたいと思います。説明書では、１７ペー

ジになります。

　　一番最後、町債でございます。臨時財政対策債でございます。４億５，４００万

円、町債全体では、前年度比２億７，０００万円増の６億６，９００万円を見込ん

でございます。

　　続きまして、歳出に移らせていただきたいと思います。まず最初に各会計の人件

費について、総務課長より御説明申し上げます。

○総務課長（中戸川進二）

　　それでは、歳出の詳細説明に先立ちまして、各会計及び各費目全体にわたる人件

費について、御説明をいたします。

　　予算資料の４４ページ、職員人件費一覧を御覧いただきたいと思います。予算資

料の４４ページをよろしくお願いいたします。

　　まず、表の右下になります。前回計をオーケーした、職員人件費につきましては、

前年度当初予算比で、４，２３３万９，０００円の増額で、１０億３，８０６万４，０

００円となります。職員数は、特別職を除き１２９名、これに再任用短時間職員５名

を加えた、計１３４名を見込んでございます。これは第四次定員適正化計画に基づ

き、計画的に職員を採用していくことによるものでございます。

　　各会計ごとに御説明を差し上げます。まずは一般会計でございます。

　　職員数は、特別職を除き１１４名、これに再任用短時間職員４名を加えた、計１１
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８名を見込んでございます。

　　給料が、前年度当初予算比で５０４万２，０００円の減、一般職職員手当等が、

同様に４０４万２，０００円の減、退職手当組合一般負担金が同様に２８５万２，０

００円の減、共済費は同様に１６万３，０００円の減となってございますのは、定

期昇給、職員増、育児休業からの復職などの増加要因と、令和３年度に新設した、

土地区画整理事業特別会計に一般会計から４名分の人件費を移したことによる、一

般会計分の減額要因を合計した結果となってございます。

　　また、退職手当組合特別負担金が、前年度当初比で２，８３４万８，０００円増

となってございますのは、令和２年度末の定年退職者が１名であったことに対し、

令和３年度末では、３名の予定であることなど、一般負担金では賄い切れない要因

が多いことからとなってございます。

　　次に、国民健康保険特別会計です。予算計上上の職員数は２名で、前年度当初と

変更はございません。職員配置の変更などにより、各費目で減となってございます。

　　次に、介護保険事業特別会計です。予算計上上の職員数は２名で、前年度当初予

算と変更はございませんが、職員配置を変更したことから、各費目で減となってご

ざいます。

　　次に、土地区画整理事業特別会計です。予算計上上の職員数は、一般職３名に、

再任用短時間職員１名を加えた計４名と見込んでございます。

　　令和３年度に新設することから、各費目皆増となってございます。

　　次に水道事業会計です。予算計上上の職員数は４名で、前年度当初と変更はござ

いません。各費目で、若干の増減はございますが、これは職員に配置実態を反映さ

せたものとなってございます。

　　次に、下水道事業会計です。予算化計上上の職員数は４名で、前年度当初と変更

はございません。各費目若干の増減はございますが、こちらも職員の配置実態を反

映させたものとなってございます。

　　最後に、全会計の合計欄を御覧ください。各費目前年度当初比で増額となってお

りますのは、予算ベースで前年度当初から全体で３名増を見込んでいることが大き

な要因です。

　　また、退職手当組合負担金の一般負担金が３０９万５，０００円の減額、その他、

公務災害補償負担金が１万４，０００円の減額となってございますのは、それぞれ

の負担率が下がったという要因によるものでございます。

　　人件費に係る説明は以上になります。

　　なお、各会計の職員給与費に係る説明は、本説明をもって、省略とさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　　それでは、歳出の詳細説明に戻らせていただきます。予算説明資料１８ページに

お戻りいただきたいと思います。１８ページをよろしくお願いいたします。１８ペー

ジ上から７行目になります。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、職員

研修事業費でございます。職員の接遇力の向上や、組織パフォーマンスの最大化を
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図るため、講師と所属長がペアで窓口対応を観察して、指導方法を学ぶ研修や、そ

の効果測定として、窓口対応、電話覆面診断などを実施をいたします。

　　また、職員の資質向上を図るため、新たに業務と密接に関係する資格取得に要す

る経費を助成する制度を創設いたします。

○企画政策課長（山口哲也）

　　続きまして、説明書１９ページ、企画費になります。上から６段目、ブランディ

ング推進事業費です。開成町に住みたい、訪れたいと思われるように、引き続き、

開成町の魅力発信に努めてまいります。

　　令和３年度の新たな取組みといたしましては、シティープロモーションのため、

広報やホームページ、移住、定住促進サイトに使用する写真の撮影を委託し、情報

発信の視覚的要素の質を高める試みを行います。

○総務課長（中戸川進二）

　　続きまして、予算書は２０ページになります。２０ページ一番上の段でございま

す。７目電算管理費、電算システム維持費でございます。庁内電算機器や、システ

ムの維持管理を図ります。ＩＣＴの利活用に向けた、総合的な検討を進めるととも

に、財務会計システムにおける電子決済の導入や、キャッシュレス納税に向けたテ

ストを実施をいたします。

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一）

　　次に３つ飛ばしまして、事業名、町民センター施設整備事業費です。町民センター

等内部改修工事を令和２年度開成町民センター内部改修工事設計委託に沿って実施

する予定です。２階の旧教育委員会事務局、旧教育長室、旧福祉課事務室を改修し、

町民活動サポートセンターとする。

　　３階の旧視聴覚室をキッズライブラリーに改修。保健センター、旧保健健康課事

務室等を改修する予定です。

○協働推進担当課長（石井直樹）

　　続きまして、３つ飛ばしていただきまして、協働推進費、コミュニティー施設管

理費でございます。活動の拠点となる地域集会施設の修繕や今年度、令和３年度にお

きましては、ほかの老人憩の家の屋根の塗装工事を実施いたします。さらにパレッ

トガーデン自治会の賃借料として、賃借料の支出を行います。

　　それから、各集会施設に設置されている、ＡＥＤの更新を行います。

　　続きまして、説明資料２１ページでございますが、上から３つ目、町民活動サポ

ートセンターの設置運営事業費でございます。こちらにつきましては、令和２年度を

予定しておりましたが、次年度への繰越となったものでございます。

　　広域活動を行う団体の活動及び団体間、行政間との連絡強化のため、必要な支援

体制を、必要な支援内容を検討し、活動拠点として、整備、運営を行う予定でござ

います。

○総合窓口課長（高橋靖恵）

　　続きまして、１つ飛ばしまして、項目ともに戸籍住民台帳費、事業名、個人番号
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カード交付事務費でございます。こちらは個人番号カード交付円滑化計画に基づき、

個人番号カードの申請、交付等を進めるための経費となっております。計画では、

毎月４７７枚の交付、令和４年度末までに、ほぼ全町民に普及しているという予定

となっております。そのための人件費増や、現在の申請広報の交付時来庁方式に加

え、申請時来庁方式のための経費も計上しております。

○福祉介護課長（渡邊雅彦）

　　予算説明書２２ページになります。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費、地域

見守り推進事業費でございます。独居高齢者の方、重度障害者などの方に対しまし

て、緊急時の連絡、救急体制の確保といたしまして、無償で緊急通報装置を貸与い

たしまして、利用者の方の安全確保を図っております。

　　令和３年度から、従来の通報装置の貸与のほかに、希望する方に対しまして、無

償で煙を感知する火災センサー、それから、トイレの扉などに開閉センサーを設置

いたしまして、２４時間開閉がなかった場合に、異常事態として通報いたします。

委託業者が現場を確認を行いまして、必要に応じまして、消防などに通報するシス

テムを追加いたします。

○子育て健康課長（田中美津子）

　　１枚飛ばしていただきまして、説明資料２５ページを御覧ください。上から七つ

目、民生費、児童福祉費、事業名、放課後児童対策事業費、こちらにつきましては、

下の段、新規事業といたしまして、令和４年４月の開設に向け、開成南小学校区の

新設、学童保育所を建設するための工事費用及び準備経費を計上してございます。

　　１つ飛ばしまして、子育て支援分野における地域の課題解決や子育て支援に資す

る自発的かつ自主的な活動に対し、活動団体に対する事業を助成するものでござい

ます。こちらにつきましては、１団体１０万円が上限となっております。

　　新規事業といたしまして、子育て世代が利用しやすい情報を提供するポータルサ

イトを立ち上げ、子育て環境の充実を図るものでございます。

　　次のページにつきまして、２６ページ、衛生費に移ります。保健衛生費、事業名、

保健センター管理費でございます。こちらにつきましては、先ほど２０ページでの

町民センター施設整備事業費の中で改修工事を行いますが、新たに必要となる設備

備品の購入費等を計上してございます。

　　その次、健康づくり推進事業費でございます。４つ点がございますけれども、一

番下でございます。こちらにつきましては、令和２年度の新規事業として計上いた

しましたけれども、コロナの影響で、今年度、新年度に先送りする事業でございま

す。運動の重要性と社会参加の楽しさを伝えるための温泉施設を利用した運動教室

を実施するための委託料、会場費等について計上してございます。

　　２７ページを飛んで、ページは２８ページになります。予防費の事業名、新型コ

ロナウイルスワクチン接種事業費でございます。こちらにつきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の発生状況に対処するもので、予防接種の実施体制の整備等を行

うとともに、町において、予防接種を実施するための経費を計上してございます。
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○環境上下水道課長（田中栄之）

　　説明資料は２９ページに移ります。一番上になります。３目環境衛生費です。地

球温暖化対策推進事業費でございます。令和３年度は、これまでの開成町ゼロ・エ

ネルギー・ハウス等導入補助制度を発展させた形で、開成町ゼロカーボンシティー

創成補助制度を構築をいたします。

　　新たな取組みの目玉は、ＥＶ、Ｖ２Ｈ、こちらは電気自動車に蓄えられた電力を

家庭用有効活用する考え方でございますけれども、こちらに対する導入、これの補

助制度の創設でございます。

○産業振興課長（熊澤勝己）

　　続きまして、３０ページに移ります。農業水産業費の３番目、農業区画整理推進

事業費です。こちらにつきましては、一番最後の農業振興補助費につきまして、令

和３年度につきましては、一番最後のほうの有害鳥獣の補助事業、小規模農地区域

拡大整備補助のほうのメニューを新設しております。

○街づくり推進課長（高橋清一）

　　続いて、１ページ飛ばしまして、説明書３２ページに移ります。３２ページです。

上から２行目、款土木費、項道路橋梁費、目道路新設改良費、町道改良事業費です。

こちらは町道整備計画に基づき、道路の拡幅等を実施するものでございます。

　　令和３年度においては、地権者の御協力により、一定の用地買収が進んだことか

ら、町道２０４号線で改良工事を予定しております。

　　また、町道２０４号線、２３５号線について、改良工事に向けて、引き続き地権

者の御理解をいただきながら、用地買収を進めていきます。なお、場所については、

資料箇所図、資料１を御参照願います。

○区画整理担当課長（井上　昇）

　　６つ飛ばしまして、一番下段になります。駅前通り線、周辺土地区画整理事業費

でございます。こちらが駅前通り線周辺地区土地区画整理事業の特別会計へ繰り出

しするものでございます。

○防災安全課長（小玉直樹）

　　続きまして、資料は３４ページになります。消防費の５目、災害対策費の上から３

つ目、地域防災計画等策定事業費でございます。こちらにつきましては、地域防災

計画、国民保護計画、及び業務継続計画改定に伴う業務委託料、防災会議等委員報

酬になります。

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一）

　　続きまして、３５ページ、上から４つ目になります。校務用パソコン管理費でご

ざいます。幼稚園、小中学校における事務の効率化を図り、教職員の負担軽減につ

なげるため、校務用パソコン及び校務支援システムの円滑な運用を行うとともに、

令和２年度に、ＧＩＧＡスクール構想により整備を行いました、児童・生徒１人１

台のタブレットの効果的な利活用を推進します。

　　令和３年度からの本格運用に当たりまして、授業の質を高め、開成町の子供たち
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に必要な資質や能力を育むため、学校教育における情報化推進計画を策定いたしま

して、ＩＣＴ環境を生かした教育活動の充実や質の向上などについての基本方針を

明示したいと考えてございます。

　　続きまして、１ページ飛ばして３７ページになります。下から３つ目、施設整備

事業費でございます。昭和５２年の竣工から４２年以上が経過しました文命中学校

の大規模改修工事を実施するものでございます。生徒たちの安全・安心を確保し、

健全で快適な教育環境を提供するため、令和３年度及び令和４年度におきまして、

改修工事を進めてまいります。令和３年度につきましては、外装の屋上防水工事、

外壁の修繕、及び塗装工事など、外装全般の工事を進めてまいります。

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一）

　　次に、ページ飛ばしまして、３９ページの一番下です。事業名、図書室運営事業

費、図書室業務を効率的に運営するため、図書司書等の雇用や、図書室パソコンの

保守、システムの運用、支援委託を行う。また、蔵書を充実させるため、図書の購

入を行います。図書のインターネット予約機能を導入する予定となっております。

○財務課長（小宮好徳）

　　以上で、事業別説明書は終了とさせていただきたいと思います。

　　ここからは予算書を御覧いただきたいと思います。

　　予算書は、１２２ページになります。１２２、１２３ページになります。最後の１

３番予備費でございます。予備費につきましては、３，６３０万７，０００円を計

上してございます。

　　続きまして、１２９ページを御覧いただきたいと思います。１２９ページでは、

債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての、前年度末までの支出額、ま

たは支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書になります。

　　続きまして、１３０ページ、最後のページになりますけれども、こちらは、地方

債の前々年度末、及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の

見込みに関する調書となってございます。

　　以上で、令和３年度の一般会計当初予算の御説明とさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏郎）

　　以上で議案第１９号　令和３年度開成町一般会計予算についての説明を終了とい

たします。

　　ここで暫時休憩とします。休憩後、特別会計の説明に入りますけれども、関係す

る課長以外は、退席されて結構です。

　　それでは、再開を９時５０分とします。

午前９時３５分

○議長（吉田敏郎）

　　再開いたします。

午前９時５０分
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○議長（吉田敏郎）

　　議案第２０号　令和３年度開成町国民健康保険特別会計予算についての細部説明

を担当課長に求めます。

　　総合窓口課長。

○総合窓口課長（高橋靖恵）

　　それでは、予算書の１３３ページをお開きください。議案を朗読いたします。

　　議案第２０号　令和３年度開成町国民健康保険特別会計予算。

　　令和３年度開成町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

　　歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５億６，２８

８万４，０００円と定める。

　　第２項、２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　

歳入歳出予算」による。

　　一時借入金。第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入れの最高額は５，０００万円と定める。

　　歳出予算の流用。第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳

出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　　令和３年３月４日提出、開成町長、府川裕一。

　　それでは、次のページ１３４ページをお開きください。

　　第１表、歳入歳出予算、歳入でございます。１款国民健康保険税から７款諸収入

まで。

　　次のページに移りまして、歳出でございます。１款総務費から８款予備費まで、

歳入歳出とも、合計金額１５億６，２８８万４，０００円の予算額となってござい

ます。

　　続きまして、１３９ページをお開きくださ。予算書の１３９ページです。歳入歳

出予算事項別明細書でございます。

　　１、総括として、本年度と前年度予算額の比較となってございます。

　　歳入です。１款国民健康保険税につきましては、平成３０年度の国保制度の統一

化により、県の標準的に保険税の算定方式である３方式としております。税率等に

つきましては、令和３年度も平成３０年度の税率を適用し、計上しております。

　　被保険者数につきましては、ここ数年は社会保険の適用拡大、また、７５を迎え

た後期高齢者医療保険への移行などにより、減少傾向でしたが、令和２年度は社会

保険への加入や離脱が減少し、減少率を抑え、１．１％とし、被保険者数を３，１２０

人と見込みました。

　　また、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、収入の減少率を１０％と見

込み、その結果、予算額としては、前年度比１，０４１万７，０００円、３．３％

の減となっております。
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　　次に、３款の県支出金でございます。こちらは歳出予算科目の保険給付費につい

て、全額県より交付されるものとなっております。前年度比１，１９５万５，０００

円、１％の減となっております。

　　次に５款の繰入金でございます。令和３年度は、国民健康保険事業全般に充当す

るため、国民健康保険財政調整基金のとりくずしを見込んでおります。

　　続きまして、予算書の１４０ページ、１４１ページをお開きください。歳出にな

ります。

　　２款の保険給付費につきましては、被保険者数の減少により、保険給付費全体は

減少しているものの、高額療養費制度により自己負担は抑制され、大きなリスクほ

ど、保険給付のウエイトが大きくなっている状況でございます。

　　続きまして、３款の国民健康保険事業費納付金は、県が示す確定金額を計上して

おりますが、前年度比２，３１０万６，０００円、６％の増となっております。

　　続きまして、５款の保健事業費は、特定健診や、保険者インセンティブ取組みの

保健指導や重症化予防事業の継続実施など、前年度比２８８万１，０００円、１３．

１％の減となっております。

　　以上のことから、歳入歳出とも、前年度比１，１９６万５，０００円、０．８％の

減となっております。

　　続きまして、説明資料に沿って、詳細を御説明いたします。

　　国保の説明資料の１ページをお開きください。国保の説明資料１ページでござい

ます。

　　まず、歳入でございます。初めに１段目の一般被保険者国民健康保険税でござい

ます。説明欄記載のとおり、４月１日の被保険者数は、３，１２０人、世帯数は１，９

４３世帯と想定し、現年度収納率９５．５％といたしました。

　　令和２年４月１日の被保険者数は、３，１５５人だったため、３５人の減となり

ます。

　　前年度比６０９万４，０００円、３％の減となります。

　　１つ飛ばしまして、介護納付金分でございます。こちらは一般被保険者の４０歳

以上、６５歳未満を対象にしており、９３０人、７９１世帯と想定し、前年度比２０

３万８，０００円、８．４％減となっております。

　　続いて、目の退職被保険者等国民健康保険税につきましては、退職医療制度は既

に平成２７年３月末で廃止されており、５年間の経過措置が、昨年の３月をもって、

終了したため、項目設定となっております。

　　次のページ、説明資料２ページをお開きください。

　　上から４段目の、款県支出金、目保険給付費等交付金でございます。普通交付分

は、町の保険給付費に要する費用が全額県から交付されます。その下の特別交付分

は、特定健診や保険者インセンティブとして、市町村の個別事情に応じて交付され

るもので、保険者努力支援、特別調整交付分と新型コロナウイルス感染症に係る傷

病手当金相当額を見込んでおります。詳細は記載のとおりでございます。
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　　次のページ、３ページをお開きください。繰入金でございます。下から４段目のそ

の他、一般会計繰入金は、平成３０年度から法定外繰入金は、見込んでおりません。

しかし、県への納付金に、町単独事業の医療費助成に係る調整分を含むことから、

その分の繰入金は、前年度同様に見込ませていただきました。

　　以下、歳入につきましては、項目設定等でございますので、省略をさせていただ

きます。

　　続いて、説明資料の６ページのほうをお開きください。６ページ、歳出になりま

す。

　　款保険給付費については、一般被保険者と退職被保険者からなっていますが、退

職分については、制度が終了となったため、過誤調整等の診療報酬分として項目設

定としております。

　　上から５段目の目一般被保険者療養給付費でございます。被保険者数の減少によ

り、療養給付費も減少しているため、実績に併せ、前年度比９１８万円、１％の減

といたしました。

　　続きまして、下から２段目の目一般被保険者高額療養費でございます。一般被保

険者の方の高額医療支払事業費ですが、一般被保険者の医療費の自己負担について、

一定額以上の高額負担が発生した場合に費用を支出するものでございます。

　　医療技術の進歩と高度化などにより、こちらは前年度比１７５万２，０００円、

１．３％の増とさせていただきました。

　　続きまして、７ページをお開きください。下から２段目の、目傷病手当金でござ

います。新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策において、被保険者と被用

者保険と同等に傷病手当金を支給するものでございます。令和２年度の実績にあわ

せ、項目設定となっております。その１つ下の国民健康保険事業費納付金、支払事

業費は、市町村から納付金として、県に支出し、県は特別会計として運営するもの

でございます。県の提示額を計上しており、前年度比２，３１０万６，０００円、

６％の増額となっております。

　　続きまして、８ページをお開きください。上から４段目の目保健指導事業費です。

保健指導事業費につきましては、平成２９年、３０年度の２年間、県の委託事業と

して実施してきた神奈川方式の保健指導促進事業を令和元年度から糖尿病性腎症重

症化予防事業として継続実施をしております。

　　また、令和２年度当初予算では、新たに特定健診未受診者のための委託事業を実

施させていただきたいと、３３６万６，０００円を計上いたしましたが、新型コロ

ナウイルス感染症予防のため、事業を中止し、減額補正をいたしました。令和３年度

も同様に、委託はせずに、未受診者対策を実施したいと考えております。

　　以下、歳出につきましては、項目設定等でございますので、省略をさせていただ

きます。

　　御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏郎）
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　　以上で、議案第２０号　令和３年度開成町国民健康保険特別会計予算についての

説明を終了します。

　　続いて、議案第２１号　令和３年度開成町介護保険事業特別会計予算についての

細部説明を担当課長に求めます。

　　福祉介護課長。

○福祉介護課長（渡邊雅彦）

　　それでは、予算書の１６７ページを御覧いただければと思います。それでは、議

案書を朗読させていただきます。

　　議案第２１号　令和３年度開成町介護保険事業特別会計予算。

　令和３年度開成町の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

　　歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１億７，０６

２万５，０００円と定める。

　　第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入

歳出予算」による。

　　一時借入金。第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入れの最高額は２，０００万円と定める。

　　歳出予算の流用。第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳

出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　　令和３年３月４日提出、開成町長、府川裕一。

　　次のページをお開きください。１６８ページになります。

　　第１表、歳入歳出予算。歳入でございます。第１款保険料から第９款諸収入まで。

　　次のページに移りまして、歳出でございます。第１款総務費から第７款予備費ま

で、合計で１１億７，０６２万５，０００円でございます。

　　続きまして、１７３ページを御覧ください。歳入歳出予算事項別明細書でござい

ます。総括といたしまして、本年度予算額と前年度予算額の比較でございます。歳

入歳出共に、本年度予算１１億７，０６２万５，０００円で、前年度より２，２０５

万８，０００円の増となります。

　　歳入でございます。令和３年度から令和５年度の介護保険料につきましては、先

日の条例改正でお認めいただいたところでございますが、金額的には、６５歳以上

の方の人数が増加したことによりまして、昨年度よりも、微増の額で計上させてい

ただいております。

　　また、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び繰入金につきましては、歳出

の保険給付費及び地域支援事業費等の伸びに伴いまして増加しております。

　　次のページをお開きください。歳出でございます。これまでと同様に、介護保険

法などの関係法令に基づきまして、保険給付事業や地域支援事業を実施いたします。

いずれの事業につきましても、認定者の方の増加に伴うサービス料の増加を見込ん
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でおります。なお、地域支援事業につきましては、令和２年度は、新型コロナウイ

ルス感染拡大に伴いまして、介護予防講座や、サロンなどの開催を中止いたしまし

たが、閉じ籠り予防事業など、感染対策に配慮して実施してきました。

　　令和３年度も感染症対策を講じながら、引き続き事業を実施してまいります。

　　続きまして、予算書で１８２ページを御覧ください。令和３年度の新規事業、そ

れから特徴的な事業につきまして、御説明をさせていただきたいと思います。

　　まず、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の中で、集団指導講習会共

同開催負担金でございます。足柄上地区１市５町共同で、足柄上地区内の介護事業

所に対しまして、政府周知や理解促進など、適正なサービスを提供するために必要

な情報を伝達するとともに、報酬請求に関わります過誤や不正を防止することを目

的に実施いたします。広域的に実施することによりまして、サービスの質の均一化

を図るものでございます。

　　続きまして、予算書では１９０ページを御覧ください。第３款の地域支援事業費

になります。地域支援事業費の第１項介護予防、日常生活支援総合事業費、第２目

の一般介護予防事業費でございます。従来から介護予防などに対します知識・啓発

を目的に実施してまいりましたが、地区巡回につきましては、各地区、年１回実施

しており、令和３年度は、年２回実施することによりまして、きめ細かく実施いた

します。

　　さらに一般介護予防事業におきまして、新たに出張健康相談会を実施いたします。

こちらにつきましては、高齢者の通いの場に、保健師などの専門職が出向きまして、

短時間でできる体力測定、それから保健指導等を行うことによりまして、予防効果

の高い、早期に介護予防、それから健康増進に取り組めるような普及啓発を実施す

るものでございます。

　　他のサービス事業につきましても、前年に引き続きまして実施をするものでござ

います。

　　詳細につきましては、予算資料のほうに記載させていただいておりますので、内

容につきまして、お読取りいただければと思います。

　　御説明は以上です。

○議長（吉田敏郎）

　　以上で議案第２１号　令和３年度開成町国民健康保険特別会計予算の説明を終了

します。

　　続いて、議案第２２号　令和３年度開成町給食事業特別会計予算についての細部

説明を担当課長に求めます。

　　学校教育課長。

○学校教育課長（岩本浩二）

　　それでは、予算書２０３ページをお願いいたします。議案を朗読させていただき

ます。

　　議案第２２号　令和３年度開成町給食事業特別会計予算。
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　　令和３年度開成町の給食事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

　　歳入歳出予算。　第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，９１４

万３，０００円と定める。

　　２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳

出予算」による。

　　令和３年３月４日提出、開成町長、府川裕一。

　　予算書２０４、２０５ページをお願いいたします。

　　第１表、歳入歳出予算でございます。歳入は、１款諸収入から３款繰越金。歳出

につきましては、１款給食事業費及び２款予備費での構成となりまして、歳入歳出

予算共に９，９１４万３，０００円となります。

　　続きまして、予算の内容を御説明いたします。２１２ページ、２１３ページをお

願いいたします。

　　歳入になります。１款諸収入、１項給食納付金、１目給食納付金、１節現年度分、

９，７８６万円は、園児、児童、生徒、教職員等から徴収する給食費で、説明欄に

内訳を記載してございます。一人当たりの月額給食費につきましては、園児３，２０

０円、児童４，４００円、生徒４，９００円となります。

　　２節滞納繰越分５万円は、給食費滞納が生じた場合の窓口設定となります。

　　次に２項雑入、廃食油売却代、２万２，０００円でございます。給食調理にて発

生した廃食油の売却収入となります。

　　２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金１２１万円は、幼児教育保

育無償化に伴い開始されました幼稚園給食費の副食費減免に対しまして、一般会計

から繰り入れるもので、４３人相当分を見込んでございます。

　　次に、３款繰越金、前年度繰越金は、令和２年度からの繰越金で、窓口設定とな

ります。

　　続いて、２１４、２１５ページをお願いいたします。歳出になります。

　　１款給食事業費、１項給食材料費、１目一般管理費、１３節使用料及び賃借料１万

４，０００円のＷＥＢ－ＦＢサービス利用料となります。

　　２目給食材料費、１０節需用費、９，９０７万４，０００円は、園、学校給食の

食材料費となります。内訳は記載のとおりとなります。

　　２款予備費の５万５，０００円は、歳入との差額を予備費で調整したものとなり

ます。

　　全体予算の前年度比較は、歳入歳出共に、３０万７，０００円の減となり、園児、

児童・生徒数の増減によるものでございます。

　　説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏郎）

　　以上で、議案第２２号　令和３年度開成町給食事業特別会計予算についての説明

を終了します。

　　続いて、議案第２３号　令和３年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算につ
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いての細部説明を担当課長に求めます。

　　総合窓口課長。

○総合窓口課長（高橋靖恵）

　　それでは、予算書の２１９ページをお開きください。議案を朗読いたします。

　　議案第２３号　令和３年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算。

　　　令和３年度開成町の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところに

よる。

　　歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億４，６２４

万円と定める。

　　第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入

歳出予算」による。

　　令和３年３月４日提出、開成町長、府川裕一。

　　それでは、次のページ、２２０ページをお開きください。

　　第１表、歳入歳出予算でございます。歳入でございます。

　　１款後期高齢者医療保険料から５款諸収入まで。次のページに移りまして、歳出

でございます。１款総務費から４款予備費まで、歳入歳出共に合計２億４，６２４

万円でございます。

　　続きまして、２２５ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書でござ

います。

　　１、総括として、本年度と前年度予算の比較となってございます。最初に、全体

予算ですが、歳出予算ですが、歳入歳出共に、前年度比で７７２万１，０００円、

３．２％の増となっております。歳入ですが、１款後期高齢者医療保険料につきま

しては、保険料率などは２年ごとに改定され、現在の保険料率は、令和２年度と３年

度の２年間に適用されております。均等割は、４万３，８００円、所得割率は８．７

４％となっております。

　　被保険者数ですが、令和元年度末は、２，２６４人、人口に占める割合は１２．

５％となっていましたが、昨年度の１２月末では、２，３１０人、人口に占める割

合は、１２．７％と、制度開始の平成２０年度から増加している状況でございます。

前年度比、８８０万６，０００円、４．３％の増となっております。

　　続きまして、次のページ、２２６ページ、２２７ページをお開きください。歳出

でございます。２款後期高齢者医療広域連合納付金は、前年度比で８２０万７，００

０円、３．５％の増となっております。被保険者の増が影響しております。

　　続きまして、説明資料に沿って、詳細を御説明いたします。

　　後期高齢者医療保健の説明資料１ページをお開きください。後期高齢者医療保険

料、現年度分の特別徴収保険料でございます。被保険者数を２，４３８人と推計し、

広域連合より示された特別徴収により納付する保険料となっております。特別徴収

については、全体の保険料の６５％。次の普通徴収分は３５％と割合を見込んでお

ります。



－１８３－

　　２つ飛びまして、款繰入金でございます。保険基盤安定繰入金は、低所得者に係

る保険料の減額分及び被用者保険の被扶養者だったものに係る保険料減額分、こち

らを一般会計から繰り入れるもので、県の負担は４分の３、町の負担は４分の１と

なってございます。その下のその他一般会計繰入金は、保険料徴収に係る事務費に

ついて、一般会計から繰り入れるものでございます。

　　以下は項目設定等になりますので、省略をさせていただきます。

　　続いて、次のページ、２ページをお開きください。歳出でございます。総務費の

一般管理費ですが、保険料徴収に係る事務費、また、レセプト点検のための報酬等

の事務全般に係る経費となってございます。その下の後期高齢者医療広域連合納付

金ですが、一般会計より繰り入れた保険基盤の繰入金及び被保険者から納付してい

ただいた保険料、延滞金等を神奈川県後期高齢者医療広域連合に納めるものでござ

います。

　　以下は、項目設定等になりますので、省略をさせていただきます。

　　御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏郎）

　　以上、議案第２３号　令和３年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算につい

ての説明を終了といたします。

　　議案第２４号　令和３年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計

予算についての細部説明を担当課長に求めます。

　　区画整理担当課長。

○区画整理担当課長（井上　昇）

　　それでは、予算書２３９ページをお開きください。議案を朗読いたします。

　　議案第２４号　令和３年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計

予算。

　　　令和３年度開成町の駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計予算は、次

に定めるところによる。

　　歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億３，２００

万円と定める。

　　第２項　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入

歳出予算」による。

　　一時借入金。第２条、地方自治法第２３５条の３台２項の規定による一時借入金

の借入の最高額は５，０００万円と定める。

　　令和３年３月４日提出、開成町長、府川裕一。

　　続きまして、次の２４０ページをお開きください。

　　第１表、歳入歳出予算の歳入でございます。歳入は、１款国庫支出金、２款繰入

金の構成となってございます。

　　次の２４１ページ、歳出では、１款総務費、２款事業費、３款予備費の構成とな

っております。歳入合計、歳出合計共に２億３，２００万円となってございます。
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　　次に、細部について、御説明いたします。予算書の２４８、２４９ページをお開

きください。歳入です。１款国庫支出金、１項国庫補助金、１目土地区画整理事業

国庫補助金でございます。こちらは社会資本整備総合交付金としまして、３，３００

万円となってございます。

　　次に、予算書２５０ページ、２５１ページをお開きください。歳出です。２款事

業費、１項土地区画整理事業費、１目土地区画整理事業費、１２節の委託料、こち

らは各種測量業務、電線共同溝の予備設計、不動産鑑定、保証調査としまして、計

上してございます。

　　１６節公有財産購入費としまして、減価補償金に伴う領域所得として計上してご

ざいます。

　　説明は以上となります。よろしくお願いします。

○議長（吉田敏郎）

　　以上で、議案第２４号　令和３年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業

特別会計予算についての説明を終了します。

　　続いて、議案第２５号　令和３年度開成町水道事業会計予算についての細部説明

を担当課長に求めます。

　　環境上下水道課長。

○環境上下水道課長（田中栄之）

　　予算書の２５７ページをお開きください。議案を朗読いたします。

　　議案第２５号　令和３年度開成町水道事業会計予算。

　　総則。第１条、令和３年度開成町の水道事業会計予算は、次に定めるところによ

る。

　　業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。

　　第１号、給水装置個数、８，０４７個。

　　第２号、年間総給水量、２０７万９，７５５立方メートル。

　　第３号、一日平均給水量、５，６９８立方メートル。

　　第４号、主な建設改良事業費、１億６，７５４万８，０００円。

　　イ．拡張事業費、６３０万円。

　　ロ．増設改良事業費、１億６，１２４万８，０００円。

　　収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定

める。

　　収入、第１款水道事業収益、２億５，９４１万２，０００円。第１項、営業収益、２億

３，６７９万７，０００円。第２項営業外収益、２，２６１万５，０００円。支出

第１１款水道事業費用、２億５，９４１万２，０００円。第１項営業費用、２億１，０

２５万６，０００円。第２項営業外費用、１，５８９万４，０００円。第３項予備

費、３，３２５万２，０００円。第８項特別損失、１万円。

　　資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定

める。
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　　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億８，３１５万２，０００円は、

過年度分損益勘定留保資金６３万１，０００円、当年度分損益勘定留保資金１億１，

４１９万６，０００円及び当年度分資本的収支調整額１，４１４万４，０００円、

建設改良積立金５４，１８１千円で補填するものとする。

　　収入。第２款資本的収入、５，３６０万円、第１項分担金、５６０万円。第２項

負担金、３００万円、第５項企業債、４，５００万円。

　　支出、第１２款資本的支出、２億３，６７５万２，０００円。第１項建設改良費、６

３０万円。第２項建設改良費、１億６，１２４万８，０００円。第３項企業債償還

金、６，６２０万４，０００円、第４項予備費、３００万円。

　　次のページに移ります。企業債第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、

及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　　起債の目的。配水施設整備事業。限度額４，５００万円。起債の方法、利率、償

還の方法は、起債のとおりでございます。

　　一時借入金、第６条、一時借入金の限度額は２，０００万円と定める。

　　議会の議決を経なければ流用することのできない経費。第７条、次に掲げる経費

については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外

の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　　第１号、職員の給与費、３，３８７万９，０００円。

　　たな卸資産の購入限度額。第８条、たな卸資産の購入限度額は、１，００７万３，０

００円と定める。

　　令和３年３月４日提出、開成町長、府川裕一。

　　それでは、水道事業会計事業別説明書を御覧ください。よろしいでしょうか。１

ページ、歳入です。収益的収入の主なものとして、水道使用料は、８，０４７件。

前年度比２．３％増を見込んでございます。

　　給水工事加入金は１２１件を見込んでおります。その他は記載のとおりでござい

ます。

　　資本的収入は、配水管施設分担金、消火栓設置費負担金、企業債となります。

　　次に、歳出でございます。２ページ、収益的支出の主なものとしましては、水道

水の安定供給に資する経費である原水浄水配水及び給水費、一つ飛ばしまして、総

係費においては、開栓利用テレメータによる浄水施設の監視に係る経費や、アセッ

トマネジメント計画査定業務委託料などを計上してございます。

　　その他は記載のとおりでございます。

　　３ページ、資本的支出の主なものとしましては、増設改良費の配水施設整備工事

費として、配水管付設替え及び更新工事、浄水場においては受電盤改修工事、取水

ポンプ盤更新工事等の経費を計上してございます。

　　ここで予算書２６５ページにお戻りください。こちらは令和３年度開成町水道事

業予定キャッシュ・フロー計算書でございます。こちらは資金の流れを表したもの

でございます。令和３年４月１日から、令和４年３月３１日までの予定となります。
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　　１、営業活動によるキャッシュ・フロー。（１）当年度純利益は、１，５０７万

２，０９５円を見込んでございます。

　　（２）営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整の小計が、１億４，４２

８万９，６９９円、これに受取利息及び配当金受入額と支払利息及び企業債取扱諸

費の支払額を加除した結果、営業活動から得た現金預金純額は、１億２，８５９万

４，６９９円に、投資活動にキャッシュ・フロー、投資活動から得た現金預金純額

は、マイナス１億４，７８０万３，８２２円。

　　３、財務活動によるキャッシュ・フロー。財務活動から得た現金預金純額は、マ

イナス２，１２０万４，０００円。

　　４、現金預金及び現金等価物増加額・減少額は、マイナス４，０４１万３，１２３

円。

　　５、現金預金及び現金等価物期首残高は、４億４，０４１万４，４５６円。

　　６、現金預金及び現金等価物期末残高は、４億１，３３３円。

　　２６６ページ以降は、一般会計に準じた給与明細書、公営企業会計における財務

諸表、注記となっておりますが、説明は割愛をさせていただきます。

　　説明は以上でございます。

○議長（吉田敏郎）

　　以上で議案第２５号　令和３年度開成町水道事業会計予算についての説明を終了

します。

　　続いて、議案第２６号　令和３年度開成町下水道事業会計予算についての細部説

明を担当課長に求めます。

　　環境上下水道課長。

○環境上下水道課長（井上　昇）

　　予算書の３０１ページをお開きください。議案を朗読をいたします。

　　議案第２６号　令和３年度開成町下水道事業会計予算。

　　総則。第１条、令和３年度開成町の下水道事業会計予算は、次に定めるところに

よる。

　　業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。

　　第１号、排水戸数、５，７８９戸。

　　第２号、年間有収水量、２０８万３，６５２立方メートル。

　　第３号、一日平均有収水量、５，７０９立方メートル。

　　第４号、主な建設改良事業費、ア、管路建設費、１億２，３４８万６，０００円。

イ、流域下水道費、８６万６，０００円。

　　収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定

める。

　　収入、第１款下水道事業収益、４億３，７７３万２，０００円。

第１項営業収益、２億４，７２０万２，０００円。第２項営業外収益、１億９，０５３

万円。
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　　支出、　第１１款下水道事業費用、４億３，７７３万２，０００円。

　　第１項営業費用、３億８，８５１万９，０００円。第２項営業外費用、４，６２１

万２，０００円。第３項特別損失、１，０００円。第９項予備費、３００万円。

　　資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定

める。

　　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８，５０４万６，０００円は、過

年度分損益勘定留保資金４，８１８万６，０００円、当年度分損益勘定留保資金３，

１２９万６，０００円、当年度分資本的収支調整額５５６万４，０００円で補てん

するものとする。

　　収入、第２款資本的収入、２億５，７８６万８，０００円。第１項負担金、５２８

万７，０００円、第２項補助金、４，２５０万円、第３項出資金、１億２，７０８

万円。第４項企業債、８，３００万円。第８項その他資本的収入１，０００円。

　　支出、第１２款資本的支出、３億４，２９１万４，０００円。第１項建設改良費、１

億２，４３５万２，０００円。第３項企業債償還金、２億１，５５６万２，０００

円、第９項予備費、３００万円。

　　次のページに移ります。

　　企業債、第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次

のとおりと定める。

　　起債の目的、及び限度額、公共下水道事業、５，２４０万円、流域下水道事業、６０

万円、特別措置分３，０００万円、計８，３００万円、起債の方法、利率、償還の

方法は記載のとおりでございます。

　　一時借入金。第６条、一時借入金の限度額は１億円と定める。

　　議会の議決を経なければ流用することのできない経費。第７条、次に掲げる経費

については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外

の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　　第１号、職員の給与費、３，２７２万８，０００円。

　　他会計からの補助金。第８条、一般会計からこの会計へ補助を受ける額は、７，７

９２万円である。

　　令和３年３月４日提出、開成町長、府川裕一。

　　それでは、下水道事業会計事業別説明書を御覧いただきたいと思います。

　　１ページ、歳入でございます。収益的収入に主なものとして、下水道使用料は、

５，７８９件、前年度比１．６％増を見込んでございます。資本的収入は、受益者

負担金、国庫補助金、企業債などを見込んでおります。

　　２ページ、歳出になります。下水道施設の維持管理に資する管渠費、酒匂川流域

下水道事業維持管理費負担金などを計上してございます。

　　資本的支出は、管渠敷設工事４件をはじめとする。管路建設費、企業債償還金な

どを計上してございます。

　　ここで、予算書の３０９ページにお戻りいただきたいと思います。
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　　令和３年度開成町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書です。こちらは資金

の流れを表したものでございます。

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの予定でございます。

　　１、営業活動によるキャッシュ・フロー、（１）当年度純利益は、４４万３，９９３

円を見込んでおります。

　　（２）営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整の小計が、１億６，５３

１万３，６７９円。これに受取利息及び配当金の受入額と支払利息及び企業債取扱

諸費の支払額を加除した結果、営業活動から得た現金預金純額は、１億３，０９６

万２，６７９円。

　　２、投資活動によるキャッシュ・フロー。投資活動から得た現金預金純額は、５，

３０８万９０７円。

　　３、財務活動によるキャッシュ・フロー。財務活動から得た現金預金純額は、マ

イナス１億３，２５６万２，０００円。

　　４、現金預金及び現金等価物増加額・減少額は、５，１４８万１，５８６円。

　　５、現金預金及び現金等価物期首残高は、２，６１０万２，３８５円。

　　６、現金預金及び現金等価物期末残高は、７，７５８万３，９７１円。

　　３１０ページ以降は、一般会計に準じた給与明細書、公営企業会計における財務

諸表、注記となっておりますが、説明は割愛をさせていただきます。

　　説明は以上でございます。

○議長（吉田敏郎）

　　以上で、議案第２６号　令和３年度開成町下水道事業会計予算についての説明を

終了します。

　　以上で本日の日程は全て終了いたしました。

　　これにて散会をいたします。

　　大変お疲れさまでした。

午前１０時４１分　散会


